
保健医療課国保年金係 �0824-73-1158保険税の算定方法と
税率が変わります！
｢後期高齢者支援分｣ を新設

広報しょうばら 2008.6 ��

国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
区

分
は
、
こ
れ
ま
で
の
医
療
分
と

介
護
分
に
加
え
、
平
成
20
年
度

か
ら
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
が

新
た
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
本
年
４
月
か
ら
発
足
し

た
、
75
歳
以
上
の
人
を
対
象
と

す
る｢

後
期
高
齢
者
医
療
制
度｣

を
支
援
す
る
た
め
、
74
歳
以
下

の
皆
さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ

く
も
の
で
す
。

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の
創

設
に
伴
い
、
税
率
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
が
、
平
成
19
年
度
の

税
率
を
基
本
と
し
て
税
額
が
大

き
く
変
動
し
な
い
よ
う
に
設
定

し
て
い
ま
す
。

保
険
税
の
納
付
方
法
と

納
期
が
変
わ
り
ま
し
た

●
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

(

天
引
き)

開
始

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
次

の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
４

月
分
の
年
金
か
ら
保
険
税
を
天

引
き
し
て
い
ま
す
。

世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
で

国
保
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
以

上
75
歳
未
満
の
世
帯

た
だ
し
、�
世
帯
主
が
国
保

被
保
険
者
以
外
の
場
合
、�
年

金
額
が
18
万
円
未
満
の
場
合
、

�
介
護
保
険
料
と
の
合
算
額
が

天
引
き
す
る
年
金
額
の
２
分
の

１
を
超
え
る
場
合
は
、
普
通
徴

収

(

納
付
書
で
の
納
付
、
口
座

振
替)

と
な
り
ま
す
。

●
保
険
税
の
暫
定
賦
課
を
廃
止

本
年
度
か
ら
保
険
税
の
暫
定

賦
課
を
廃
止
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
保
険
税
の
基

礎
と
な
る
所
得
が
確
定
す
る
ま

で
の
間

(

５
月
、
６
月)

は
、

暫
定
的
に
前
年
度
の
保
険
税
額

を
基
礎
と
し
て
暫
定
賦
課
し
、

所
得
が
確
定
し
た
７
月
に
本
算

定
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
月
ご
と
の
納
付
額
を
均
一

化
し
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
算

定
方
法
に
す
る
た
め
、
本
年
度

か
ら
７
月
の
本
算
定
に
一
本
化

し
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
納
入
通
知
書

の
送
付
は
通
常
年
１
回
と
な
り

ま
す
。(

８
期
分
を
１
冊
に
ま

と
め
て
、
７
月
中
旬
に
発
送
し

ま
す)

医
療
費
が
増
加
し
、

国
保
会
計
の
財
政
状
況

が
悪
化
し
て
い
ま
す

高
齢
化
や
高
度
医
療
技
術
の

進
展
な
ど
に
よ
り
、
医
療
費
は

年
々
増
え
て
い
ま
す
。
一
方
、

国
民
健
康
保
険
世
帯
の
所
得
が

減
少
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

保
険
税
収
入
が
減
少
し
て
い
ま

す
。こ

の
ま
ま
医
療
費
が
増
え
続

け
、
ま
た
保
険
税
収
入
が
伸
び

悩
む
と
税
率
の
見
直
し
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

日
常
の
健
康
管
理
や
早
期
受

診
に
努
め
、
上
手
な
受
診
で
医

療
費
の
増
加
を
抑
え
ま
し
ょ
う
。

●平成20年度の税率

税率等 平成20年度 平成19年度

医療分

所得割 4.4％ 6.2％

資産割 20.4％ 30.0％

均等割 17,500 22,000

平等割 14,500 22,000

賦課限度額 (470,000円) 530,000円

後期高齢者
支援金分
(新設)

所得割 1.8％

資産割 9.6％

均等割 6,700

平等割 5,600

賦課限度額 (120,000円)

介護分

40～64歳
までの方

所得割 1.4％ 1.4％

資産割 9.7％ 9.7％

均等割 8,600 8,600

平等割 4,500 4,500

賦課限度額 90,000円 90,000円

※地方税法施行令の改正により､ 医療分および後期高齢者
支援金分の限度額はカッコ書きの金額になる予定です｡

納期 (納付回数) を10期から８期に変更

仮算定分納期 本算定分納期 納付回数

平成19年度まで ５月～６月 ７月～２月 10回

平成20年度から なし ７月～２月 ８回

( )


